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【ｻﾝ】
スタインウェイピアノ試奏会
受付開始　６月１日（木）～
★開催日 ６／１５～６／１８
9:00～17:00〈1時間1,000円〉
※事前の申込みが必要です

４【弁】
すみの会歌謡発表会
開場　９：００　開演　９：３０
〈入場無料〉

問い合わせ（環境対策課 ☎57-8508）

１１日(日)・１２日(月)

１１日(日)・１２日(月)

１７日(土)～１９日(月)

受入場所受入日

赤岡地域一時保管施設
（赤岡運動広場　西側）

吉川地域一時保管施設
（吉川みどり保育所　北側）

香我美地域一時保管施設

受入時間

8:30～12:30

8:30～12:30

8:30～12:30

３日(土)
４日(日) 夜須地域一時保管施設

（夜須支所　西側）

6 月 の 粗 大 ご み 受 入6 月 の 粗 大 ご み 受 入

※野市町西佐古一般廃棄物処分場は覆土工事等のため、当面の間受け入れ
　　を中止します。中止期間中は吉川地域一時保管施設で受け入れを行います

7:30～12:30

４～１０

６月

１８～２４

２５～３０

１１～１７

☎55-1034

☎54-4827

☎54-3742

野村設備

向井電機水道工業㈱

㈲吉本設備

☎54-3004百田設備

野市・吉川 赤岡・香我美・夜須

※宅地内での漏水修理は、水道当番以外に利用する水道
　業者があれば、修理を依頼してもかまいません

１～３
四国開発㈱
☎55-4134

池田商店
☎55-0584水
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　５　日（月）・　６　日（火）

特定健診
・

胃がん

夜須大峰の里

問い合わせ：市役所健康対策課　☎50-3011

　　　　月の健診（検診）スケジュール６６
日  程検診内容 場　　所

１５日（木）・１６日（金） 香我美保健福祉センター

２０日（火）・２１日（水）・２２日（木）
《特定健診》

のいちふれあいセンター

２７日（火） 赤岡保健センター

※検診は予約制です／予約期間：５月２２日（月）～５月２６日（金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■法律相談（香南市社会福祉協議会　☎57-7300）　■行政相談　※12：00～13：00は休み（総務省高知行政監視行政相談センター　☎088-824-4100）

■人権相談（高知地方法務局香美支局　☎52-3049）（市役所人権課　☎57-8507）　■水道当番表（市役所上下水道課　☎57-8512）　■休日当番医の診療時間は9時～17時となって

います。詳細は医療機関にご確認ください。また、当番医は都合により交代する場合がありますので、最新情報を新聞等で確認のうえご利用ください。 

【問い合わせ・注意事項】
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　副業をしようとインターネットで情報商材等を購入

したが、利益は出ないのに支払いが高額で困っている

というトラブルが起きています。

　「誰でも簡単に稼げる」などのうまい話はありません。ＳＮＳ

や広告を鵜呑みにしないようにしましょう。

　困ったこと、不安なことがあれば、すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。

本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

■問い合わせ／市役所消費生活相談窓口（商工観光課）☎５０-３０１３

気を付けて！

ＳＮＳで副業トラ
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消費生活
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の


